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① 基本構想の策定と三期目の公約の実現について 
 平成２３年の地方自治法改正により、市町村の基本構想策定と、議会の議決義務が削除
された。本町においては、地方自治法９６条第２項の規定を受け、平成２５年〔長与町基
本構想の策定に関する条例〕を制定し、基本構想の策定、変更および廃止するときは民意
を最大限反映させるため、議会の議決を経なければならないものとする。としている。 
 本町の基本構想は、昭和４６年第１次が策定されて以来今年の見直しで第６次を迎える
こととなっている。吉田愼一町長は、平成２４年４月の一期目の町長選挙において見事当
選された。自分の思いを町民に訴え、現職町長との一騎打ちにおいて見事当選を勝ち取ら
れたのである。 
 ならば、その思いを実現するためには、長与町の指針となるべき基本構想に堂々と記載
し、これを議会に付議し議決を受けるべきではなかったのか。なぜならば、その議決によ
って、選挙での思いが現実の町（自治体）のあるべき方向付け（政策）と認定されるから
である。私はそのような思いから、当選された後の平成２４年１２月、平成２６年３月、
平成２７年９月の定例会の一般質問において、基本構想を変更すべく進言をしてきたとこ
ろである。１期目の当選以来８年が過ぎた今日まで、その変更のきざしすら見えない状況
で、残念であった。 
 時あたかも来年３月が現在の基本構想の期間切れとなっている。よって令和２年度はい
やおうなく改訂作業に着手しなければならない。三期目の当選によって今度こそ町長の政
策を思う存分基本構想に反映し、議会の議決を得て真の長与町の構想として認定を受ける
べきである。 
 そこで基本構想の策定と三期目の公約の実現について質問する。 
（１） 基本構想の策定について 
 （イ）現在、基本構想の策定作業を開始していると思うが、令和１２年度に向けての構

想のスローガンはどのようなものか。スローガンは樹木の幹であり、枝葉は政策であ
る。（幹が重要） 

 （ロ）令和１２年度末における、人口規模をどのように構想するのか。（他の機関に頼ら
ない） 

 （ハ）基本構想・基本計画策定のための、組織づくりはどのようになっているのか。（職
員の総意で策定） 

 （ニ）今後の作業工程はどのようになっているか。 
 （ホ）議会への提案時期の予定はいつか。 
（２） ３期目の公約の実現について 
 （イ）後援会発行の資料を左にめくると、その上段左上に『幸福度日本一のまち』を実

現する挑戦は、これからも続いていきますとある。私は、過去の一般質問でも『幸福
度日本一のまち』について議論してきたが、町長の説明はさっぱりわからなかった。
８年過ぎた今日も町民からの問いかけがある。この際『幸福度日本一のまち』とはど
のような町なのか、分かるように説明を求める。 

 （ロ）右側の面には、４つの約束として子育て、教育、健康づくり、遊び心のあるま
ち、を掲げられている。その４つのそれぞれには、既に実施されているものを含め１
２項目がある。今回遊び心のある町が新たに入っているようである。これらの約束
は、今後４年間での約束である。このことを念頭に、どのような制度設計をもってど
のように実現していくのか。分かりやすい答弁を求める。 

 （ハ）資料の最後には、今後の展望としてその一つは、図書館建設の推進。二つには、
国道２０７号線の拡幅整備。三つには、GIGA スクール構想。四つには、コンビニ交
付サービス（住民票）などの導入による住民サービスの向上と効率化。以上四点を掲
げられている。当選のインタビューで、「本年度内に図書館建設の実行委員会のよう
な部署を役場内につくりたい」とコメントしている。また「実質的なスタートの年と
なる」とも言っている。今回の三期目の選挙も、めでたく無投票当選であったが、一
方有権者の側は政策の具体を聴く機会がなかったのである。そこで今後の展望につい
て、どのように具体化し推進していくのか。順序良く分かるように答弁を求める。 

 
② 中尾城公園のスパイラルスライダーについて 
 吉田町政３期目のスタートに当たり、過去８年間の中で一般質問を行ってきたが、今日
においてもなお解決されていない多数の政策課題が残されている。その中で今回は、中尾
城公園のスパイラルスライダーだけに絞って質問する。 
 このスライダーは、平成２７年７月１９日に事故が発生し、以降今日まで使用中止とな
り、まもなく５年を迎える状況にある。この件については、平成２８年１２月の一般質問
で指摘してきたところである。現在、町においても今後のあり方について検討をし、何ら
かの手立てを施してスライダーの供用開始を目指しているのではないのかと推察される
が、小手先だけの改修では、事故が再度発生しないとの保障はない。 
 また「再度の事故が発生しても、保険制度に加入しているので保障すれば良い」、などの
安易な発想は無理を生じると思われる。 
 この際、撤去を含めた高度な政治判断をすべきと思うが町長の見解を求める。 
 

 


